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尾張旭市監査公表第１９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき

実施した定例監査の結果を、同条第９項の規定により公表します。 

平成２７年１１月３０日 

 

 

                  尾張旭市監査委員 杉 浦 雅 樹 

 

 

                              尾張旭市監査委員 牧 野 一  
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定例監査報告書 

 

１ 監査の種類 

  定例監査 

２ 監査の対象 

  教育委員会（教育行政課、学校給食センター、西中学校、城山小学校、白鳳小学校、

生涯学習課、図書館、文化スポーツ課） 

３ 監査の期間 

平成 27年 8月 25日から平成 27年 9月 29日まで 

４ 監査の方法 

平成 27年度（平成 27年 7月 31日現在）における財務事務の執行及び事業の管理、

また、重点監査項目について、提出された監査資料、関係する諸帳簿及び書類に基づ

き監査するとともに、併せて関係職員の説明を求め実施した。 

５ 監査の結果 

各課等所管の財務事務の執行及び事業の管理、また、今年度における重点監査項目

については、おおむね適正に処理されていると認められた。その中で、一部の課等に

おいて不適切なものが次のとおり見受けられたことから、今後の事務執行等に当たっ

ては、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

６ 指摘事項 

⑴ 特別支援学級就学奨励費の決定通知において、公印の押印が省略されている。文

書取扱規程に規定する公印の押印を省略できる文書については、平成 12年 3月 27

日付け総務課長通知で、公印の押印を省略できる文書の範囲が示されているが、当

該行為は、行政処分であることから公印を押印する必要がある。（教育行政課） 

⑵ 要保護及び準要保護児童生徒の認定伺いにおいて、起案者による起案文の訂正が

行われている。文書事務の原則に則った適正な事務処理を行う必要がある。（教育

行政課） 

⑶ 保守修繕事業において、契約準備行為として前年度に施行伺いを行っている業務

がある。業務の内容及び契約事務上必要なものについては、契約準備行為は認めら

れるべきものであるが、当該契約については会計年度独立の原則に則った事務手続

を行う必要がある。（教育行政課） 

⑷ スカイワードあさひ天体観測室ドーム保守点検業務委託の契約伺い及び白鳳公

民館浄化槽維持管理業務の施行伺いにおいて、起案者による起案文の訂正が行われ

ている。文書事務の原則に則った適正な事務処理を行う必要がある。また、文書の
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訂正は尾張旭市職員服務規程第８条に基づく届出印で行う必要がある。（生涯学習

課） 

⑸ 図書館システム更新伺い及び図書館用図書の購入伺いにおいて、起案者による起

案文の訂正が行われている。文書事務の原則に則った適正な事務処理を行う必要が

ある。また、文書の訂正は尾張旭市職員服務規程第８条に基づく届出印で行う必要

がある。（生涯学習課図書館） 

７ 要望事項 

今後における効率的、効果的な事務の執行等に資するため、次のとおり要望する。 

 ⑴ 本年度から、教育行政課と学校教育課は行政組織の再編により統合され、新しい

形の教育行政課となった。教育現場への対応強化と事務の効率化を図り、学校と市

役所内の情報共有を一層進めようとしたもので、風通しが良くなったとのことであ

る。しかし、その一方で職員の減員が伴ったことも事実である。統合により、何が

良い形になったのか、機能的な組織になったのか、結果として確かなものがないと 

  職員が管理部門として業務を行う中で不満を持つことになる。今後、統合による影

響を検証しつつ、より一層の効果が出るよう努められたい。 

 ⑵ 教育の現場を支える職員の雇用において、嘱託職員や臨時職員による形態が多数

見受けられる。特に、臨時職員とは、地方公務員法上、緊急の場合又は臨時の職へ

の任用ができる旨の内容となっており、これが恒常的に続けられている状況につい

て、雇用形態としての特殊性に関する認識を持つことが必要である。これらの職員

自身が努力して成果が上がっても、勤務条件は変わらずといったことについて、制

度だから仕方がないと疑問に思わないものであるが、立場を変えて考えてみること

も必要である。教育現場の特殊性にも配慮しながら、少しでも改善できる点があれ

ば、大変難しいことではあるが、ぜひ改善して行っていただきたい。また、雇用の

更新に関して形式的な事務に止まらず、職場における長期的雇用の必要性を検証し、

場合によっては雇用形態の見直しを図るなど、労働者側に雇用条件上の不利益が生

じることのないよう、健全な雇用環境の整理に努められたい。 

 ⑶ 給食センターを管理するには、その方面の知識を持った人材が必要である。突発

的な機器の不調など予測しがたい面もあるが、台帳等の記録を確認しながら綿密な

修繕計画の策定を行い、より計画的に実施されたい。 

（以上、教育行政課） 


